
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  種類株式の評価 

Ｑ：会社法によって、いろんな株式が発行

できるようになりましたが、これらの評価に

ついてはどのようになっているのですか？  

 

Ａ：今年度の税制改正で明らかにされます。 

【解説】 

会社法の施行でいろんな種類株式が発行で

きるようになりましたが、評価方法が明らか

になっていないため、早く明らかにしてほし

いという声が上がっていました。 

そこで、今年度の税制改正において、これ

に対応するよう評価方法が明らかにされるこ

ととなりました。 

発行される種類株式には、①配当優先の無

議決権株式、②社債類似株式、③拒否権付株

式がありますが、おおむね次のように評価す

るようになるようです。 

①  配当優先の無議決権株式 

配当優先の無議決権株式は、原則として、

普通株式と同様に評価しますが、議決権がな

いという点を考慮して、納税者の選択により、

普通株式の評価額から５％評価減することが

認められます。ただし、評価減した金額は、

議決権株式の評価額に加算することとなりま

す。 

 ② 社債類似株式 

 社債類似株式は、社債に準じた評価をする

ことになります。 

③  拒否権付株式 

 拒否権付株式は、普通株式と変わらないこ

とから、普通株式として評価することとなり

ます。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年  月曜日  月１  ２ 日 ９

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

3 1 9 9  

号  

   

（ ２ - ２ ）  


